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相　　　談 日　時 場所／問合先

弁護士相談（事前に要予約）

（弁護士が法的な見解等を助言)
※予約開始
　3月分：2/3（月）～
　(各日 8時 30分より受付 )
※�同じ案件での相談は 2回ま
で（異なる会場で相談して
も同様）。

2月14日（金）、28日（金）
3月13日（金）、27日（金）
10時～12時

本庁舎�2 階�市民相談室
市民生活課☎ (21)2122

3 月 19日（木）
10時～ 12時

大平隣保館 2階�相談室
☎(43)6611 0120-46-7830

2 月 17日（月）
10時～ 12時

藤岡公民館�第 1階�研修室
藤岡市民生活課☎ (62)0905

2 月 25日（火）
10時～ 12時

都賀総合支所�別館 2階�会議室
都賀市民生活課☎ (29)1124

3 月 24日（火）
10時～ 12時

西方総合支所�1 階�会議室
西方市民生活課☎ (92)0308

2 月 20日（木）
10時～ 12時

岩舟総合支所�1 階�相談室
岩舟市民生活課☎ (55)7763

法律相談（事前に要予約）
※栃木市社会福祉協議会主催

2月 4日（火）、18日（火）
9時～ 12時

大平地域福祉センター�ふるさとふれあい館
/社会福祉協議会大平支所☎(43)0294

宅地建物相談（売買や賃貸借、所有と
管理）※予約開始：2/3（月）8時 30分～

2 月 21日（金）
10時～ 12時

本庁舎�2 階�市民相談室
市民生活課☎ (21)2122

市民相談
( 日常生活の問題など )

月～金曜日
9時～ 17時

本庁舎�2 階�市民相談室
市民生活課☎ (21)2122

消費生活相談 ( 商品やサービ
スなど消費生活全般 )

月～金曜日
9時～ 16時

本庁舎�2 階�消費生活センター
☎ (23)8899 FAX (23)8820

合同相談

( 行政相談・人権相談 )

　♦移動県民相談も同時開設

2月10日（月）、25日（火）
10時～12時

本庁舎�2 階�市民相談室
市民生活課☎ (21)2122

◆ 3月 19日（木）
10時～ 12時

大平総合支所�1 階�相談室
大平市民生活課☎ (43)9211

2 月 12日（水）
10時～ 12時

藤岡公民館�1 階�研修室
藤岡市民生活課☎ (62)0905

◆ 2月 25日（火）
10時～ 12時

都賀総合支所�別館 2階�大会議室
都賀市民生活課☎ (29)1124

3月24日（火）
13時30分～15時30分

西方公民館 2階�小会議室
西方市民生活課☎ (92)0308

◆ 2月 20日（木）
13時30分～15時30分

岩舟総合支所�1 階�相談室
岩舟市民生活課☎ (55)7763

人権相談 月～金曜日
8時 30分～ 17時 15分

大平隣保館☎(43)6611 0120-46-7830
厚生センター☎ (24)2444
人権・男女共同参画課☎ (21)2161

配偶者等からの暴力 (DV) 相談 月～金曜日9時～ 16時
配偶者暴力相談支援センター
☎（21）2218

いじめ相談電話 月～金曜日 9時～ 17時
※土日祝日･時間外は留守電･FAX

本庁舎 /青少年育成センター
☎ (24)0667　FAX (21)2690

青少年相談
( 非行問題・不登校など )

月～金曜日
9時～ 17時

本庁舎 /青少年育成センター
☎ (23)6566　FAX (21)2690

家庭児童相談 (0 ～ 17 歳の子
どもとその家族 )

月～金曜日
9時～ 16時

本庁舎 / 家庭児童相談室 ( 子育て支
援課内 )　☎ (21)2227

児童虐待相談 月～金曜日
8時 30分～ 17時 15分

本庁舎／子育て支援課☎ (21)2226　
※左記以外の時間は☎ 189
（児童相談所全国共通ﾀﾞｲﾔﾙ）

婦人・ひとり親家庭相談 月～金曜日
9時～ 16時 本庁舎/子育て支援課　☎(21)2229

障がい児者相談 ( 福祉サービス
の利用・障がいを理由とする差
別・合理的配慮及び虐待防止 )

月～金曜日
8時 30分～ 17時 15分

本庁舎/障がい児者相談支援センター
(障がい福祉課内 )
☎ (21)2219�FAX (21)2682

就労支援相談（事前に要予約）

(40 歳未満の就労相談 )

第1・3月曜日13時～21時
第1・3土曜日17時～21時

※
祝
日
除
く

栃木勤労青少年ホーム☎ (22)3113
第2・4月曜日13時～21時
第1・3土曜日13時～16時 大平勤労青少年ホーム☎ (43)5191

高齢者相談
（介護や福祉、生活全般、虐待）

月～金曜日
8時 30分～ 17時 15分

本庁舎／栃木中央地域包括支援セン
ター�☎（21）2245・2246

もの忘れ相談
（認知症の専門員による相談）

2月 14日（金）
10時～ 11時 30分

本庁舎�1階�市民スペース／栃木中央地域
包括支援センター☎（21）2171・2246

相談は無料で秘密は厳守します。気軽にどうぞ。
市内の方であれば、どの窓口でも相談できます。■相談業務の案内

87

ハッピー子育て講座

中古車購入時の注意点！

　中古車は新車と違って１台１台状態が異なり、商品の品質・機能の良し悪しを判断
することが難しく、見た目だけでは分からない不具合が発生するリスクがあります。
最近多いインターネットでの中古車の購入は、便利な反面、現物確認をせずに契約し
てしまうことから、「納車されたがサイトでは説明のない傷があった」「納車後すぐに
不具合が発生した」「お金を振り込んだが納車されない」などのトラブル相談が寄せ
られています。
　近年、台風や大雨などの自然災害が多く、水没車（冠水車）が市場に出回ることも
ありますが、自動車公正取引協議会の自動車公正競争規約では、水没車に関する情報
は表示義務とされていません。購入を考える際は、価格だけに注目せず、車両の状態
や定期点検整備の有無、保証の有無や範囲、信頼できる販売店か、可能なら試乗をす
るなどし、納得するまで説明を受けましょう。また、コンディションノートなどの書
面を確認するほか、口頭で約束したちょっとした事でも書面にして残し、後々トラブ
ルになった時に第三者が判断できるようにしておきましょう。
　自動車には、クーリング ･ オフ制度は適用されません。「今決めないと売れてしまう」
などと急かされてもすぐには決めず、購入した後のことも考え、アフターサービスな
ども確認してから購入を検討するようにしましょう。
　　消費生活センター（本庁舎２階）☎ (23) ８８９９ ／ FAX（23）８８２０

　市では、今年度、市内の小中学校・保育園・認定こども園などでのハッピー
子育て講座を７３回行いました。講師陣はプロフェッショナルであり、各教育機関の
ニーズにより、テーマは食育、スマホやゲームのルール作り、子どもの褒め方叱り方、
思春期の子育て、子どもの発達、読書等様々です。参加者アンケートでは、75％が満
足、23％がやや満足と回答しています。以下は参加者から寄せられた感想です。
　 「いろいろな人の意見が聞けてよかった」「叱るより褒めることを意識したいと思い

ました。私はイライラしたら歌を歌うようにしています」「最近子どもとの関わり
方に悩んでいます。一冊の本を読んであげることからやってみようと思います」「母
親の自分が笑顔でいることの大切さを強く感じました」

　また「今後どんな講座を希望しますか？」の問いでは、半数近くの方が「しつけ」や「親
子関係」を選択したほか、その他として「働く母親のメンタルヘルス」という意見も
ありました。頑張っている自分が報われないような日々。子どもはかわいくて宝だけ
れど、思うようにならない日々。そんな日々をどうにかしたいとの思いを抱えていらっ
しゃるのではないでしょうか。
　子育て講座は保護者同士の意見交換、気持ちの共有の場でもあります。子育ての悩
みが少しでも軽くなりますよう、子どもも保護者も元気で幸せでありますようにと願
い、ハッピー子育て講座の更なる充実に努めていきます。来年度もぜひご参加下さい。

生涯学習課 ☎ (21)2490

今月の注目情報

■市ホームページ 有料バナー広告募集（令和２年４月～令和３年３月）
　市のトップページに掲載します。企業のＰＲに、ＳＥＯ（検索エンジン）対策に、ぜひご活用ください。
掲 載 料　１か月　１５，０００円　１２か月　１６５，０００円（一括前納の場合に限る）
掲載位置　トップページ下部（右図参照・掲載枠内の場所は選べません）
掲載規格　天地 50 ピクセル×左右１７０ピクセル　容量 30KB 以内　
　　　　　形式：GIF、JPEG、PNG（アニメーション GIF は不可）
申 込　 ２月３日（月）～ 3 月 2 日（月）の期間、所定の申込書にバナー画像図を添えて問合先まで提出。
　　　　　問 シティプロモーション課　☎（21）２３１６

■令和２年度広報とちぎ 有料広告募集（令和 2 年 5 月号～令和３年 4 月号）　
　発行部数 53,500 部、市内全域に配布される広報とちぎに広告を載せてみませんか？
申込　 申込書（市ホームページからダウンロードまたは問合先窓口へ）に広告原案を添え

て、２月３日（月）～ 3 月 2 日（月）必着で、郵送または直接問合先へ。申込み
多数の場合次の優先順序で掲載。

　　　　１　同一枠を 12 号分一括申込み（枠サイズが大きいほうを優先）
　　　　２　複数号分申込み（合計納付金額が多い方を優先）
　　　　３　1 号分申込み（枠サイズが大きい方を優先）
　　　 　＊それぞれ市内の事業所等を優先とし、同順位の場合抽選を行います。
　　　　 ＊募集期間経過後に空きがある場合、後日追加募集を行います。
　　　 ※広告の内容等は、「広報とちぎ」広告掲載仕様書を厳守してください。
　　　　（市ホームページに掲載。詳しくは問合先へ）
　　　※白黒広告の掲載場所は指定できません
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 問 シティプロモーション課　☎（21）２３１８


